
令和2年度第1回熊本交通圏タクシー準特定地域協議会の書面開催について

2021年l月20日更新

今般、公定幅運賃の変更要請に伴う第1回熊本交通圏タクシー準特定地域協議会を開催

するにあたり、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、今回は書面を構成員に送付

し、公定幅運賃要請に関する憲兄を聴取する書面開催に変更して、実施することといたしま

したのでお知らせします。

また、本協議会に構成員として参加を希望される方は、令和3年2月3日(水曜日)まで

に、問い合わせ先までお申し出ください。
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